
東日本大震災に伴う交通規制

平成２３年９月 警察庁交通局交通規制課



①緊急交通路の確保

【根拠】災害対策基本法第76条第１項

【目的】災害応急対策の的確かつ円滑な実施

【効果】一般車両の通行の禁止・制限

通行できる車両＝緊急通行車両

① 緊急自動車（救急・消防・警察等）

② 災害応急対策を実施する車両（標章と証明書を交付）

※ 災害応急対策：災害対策基本法５０条
・ 警報の発令、避難の勧告・指示、消防・水防、救難・救助、応急復旧、犯罪予防、緊急輸送の確保等

・ 指定（地方）行政機関、指定（地方）公共機関等に実施責任

１



②東日本大震災における交通対策のポイント

２

○ 被害の範囲が広域に及ぶ

部隊・資機材・物資の補給は主に関東以西から

非常用電源車、電源ケーブル等の搬送

○ 遠隔地からの補給の必要

○ 原子力発電所対応が同時並行

１ 対応上留意すべき特徴

阪神・淡路大震災との相違点

○ 地震により道路が大きく損壊

※ 東北自動車道
福島飯塚ＩＣ～国見ＩＣ
（３月１２日撮影）

※ 常磐自動車道
広野ＩＣ～常磐富岡ＩＣ
（３月１２日撮影）

２ 対策上の困難



③緊急交通路の指定について（１／２）

３

○ 指定の範囲を最小限度にとどめる

１ 基本的考え方

【参考】

阪神・淡路大震災では、一般道路も含め広く指定

規制から除外しなければならない車両が増えると担保が困難、規制効果が低下

○ 広めに指定し順次縮小する：指定範囲の逐次拡大は不適切

○ 通行を許可する車両（標章交付）も逐次拡大

道路の復旧状況、交通量、被災地の状況等に応じて規制範囲を縮小



③緊急交通路の指定について（２／２）

○ 緊急交通路の指定の範囲

高速道路、接続自動車専用道路の指定は警察庁で調整

・ 通行止めになっている高速道路を指定
（１車線仮復旧した道路を活用）

・ 並行する幹線の国道４号線、６号線は規制しない

・ その他被災県内の道路については各県の判断
（岩手県内１２区間、宮城県内２区間規制実施）

２ 具体的判断

○ 通行を認める車両の範囲（標章交付）

人命救助、原発事故対応のための部隊・資機材を最優先

○ 道路の補修状況（交通容量）、現実の交通量、被災地のニーズ等

を勘案

発災後２日間

３日目以降

被災地の生活の安全、緊急復旧のための車両

４



④緊急交通路の指定状況（１／３）

５

○ 緊急交通路の指定の経緯

・ ３月１２日午前１１時
東北道、常磐道、磐越道等の高速道路について緊急交通路に指定

※  岩手県一般国道、宮城県自専道等、福島県自専道も前後して指定

・ ３月１６日午前６時
常磐道三郷～水戸 指定解除（全面開放）
※ あわせて、常磐道接続の北関東自動車道の通行止めも解除

・ ３月１６日午後６時～８時
岩手、宮城県内一般国道の指定解除
（宮城県内の国道３９８号は継続）

・ ３月１９日正午
東北道浦和～宇都宮間指定解除（全面開放）
（参考：同日正午 北関東自動車道太田桐生～佐野田沼間供用開始）

・ ３月２１日午前１０時
常磐道水戸以北（いわき中央まで）指定解除（全面開放）

・ ３月２２日午前１０時（東北道片側各１車線分補修完了(３月２１日)

○ 道路交通法の交通規制に切換
大型自動車（大型バス、大型貨物等）の通行規制解除

○ 東北道・一関ＩＣ以北（釜石道、秋田道、八戸道含む）及び
国道３９８号（宮城県内の一般道）を解除

・ ３月２４日午前６時（東北道４車線供用（３月２３日））

○ 東北道、磐越道の交通規制を全面解除
○ 三陸道（宮城県内）鳴瀬奥松島ＩＣ～登米東和ＩＣ間(４５.３km)

は規制あり
○ 山形道（西川ＩＣ～月山ＩＣ間下り）、仙台東部道路（仙台若林

ＪＣＴ～利府ＪＣＴ間上り）通行止め（道路復旧待ち）あり

緊急交通路の指定状況（３月１５日時点）



６

３月１６日 常磐道・三郷ＪＣＴ～水戸ＩＣを解除 ３月１９日 東北道・浦和ＩＣ～宇都宮ＩＣを解除

④緊急交通路の指定状況（２／３）



７

３月２１日 常磐道・水戸ＩＣ～いわき中央ＩＣを解除 ３月２２日 東北道・一関ＩＣ以北を解除
大型自動車の通行規制を解除

④緊急交通路の指定状況（３／３）

３月２４日 全面解除



１／１８ 緊急輸送車両以外通行禁止

（国道２号、山陽道等）

１／１９ 緊急交通路指定（国道２号）

１／２２ 追加指定

（国道２号、神戸市道(東西軸)等）

２／１ 復旧に伴う追加指定

（国道４３号、国道２号等）

２／２５ 復興物資輸送車両以外通行禁止

（通行車両の絞り込み）

４／１～ 規制時間・対象を逐次縮小

翌年

８／１０ 全面解除【１年７か月間】

３／１２ 緊急交通路指定

（東北道、常磐道、磐越道等）

３／１６ 一部解除（常磐道水戸以南）

３／１９ 一部解除（東北道宇都宮以南）

３／２２ 一部解除（東北道一関以北）

⇒ 道交法の規制に切替え

（大型車等は標章なしで通行可）

３／２４ 全面解除【１２日間】

道
交
法

災
対
法

災
対
法道

交
法

道
交
法

阪神・淡路大震災東日本大震災

３月１５日午前９時現在

の規制状況（最大時）

● 高速道中心に広範囲。順次解除。 ● 一般道中心に順次指定。長期間。

８

⑤東日本大震災と阪神・淡路大震災の比較



阪神・淡路大震災東日本大震災

⑥緊急通行車両確認標章の交付について（１／２）

１ 事前届出制度（阪神淡路大震災の教訓）

２ 交付対象の拡大（民間車両への対応）

事前届出車両に対し、優先的に標章を交付 約３２.２万枚

３／１２ 政府の緊急輸送に協力する貨物自動車
医薬品・医療機器等を輸送する車両

３／１３ 宮城県以北に食料品・生活用品・燃料を輸送
する貨物自動車
建設機材、資機材等を輸送する建設業者の車両
応急仮設住宅関係車両

３／１４ 高速バス、霊柩車

３／１５ 福島・新潟以北への食料品・生活用品・燃料等
家畜の飼料を輸送する車両

３／１６ 現金輸送車、食料品等関係

３／１８ 地震保険調査車両

３／２２ 大型車は標章なしで通行可

災
対
法

道
交
法

● 災対法に基づく緊急通行車両確認標章

の交付対象を拡大して対応（16万3,208枚） 道
交
法

１／１７ 個別の通行許可で対応

１／１９～２／２４ 【３６日間】

災害応急対策車両

郵便、新聞、生鮮食品、家畜の飼料等

沿道住民等

ガレキ搬送等

２／２５～翌年８／１０ 【１年６か月間】

復興標章（復興物資・作業等）

除外標章（沿道住民等）

災
対
法

道
交
法

● 標章の種類を増やして対応

２３万４,２９９枚

６万４,５６６枚

１万７,０１０枚

２,１９１枚

１６万２,３２７枚

５万２０２枚

９



⑥緊急通行車両確認標章の交付について（２／２）

３ 標章の交付件数

10

累計１６万３,２０８枚を交付

緊急輸送関係 ７０,３６４件（４９.１％）
施設等復旧関係 ３８,６５２件（２６.９％）
救難救助関係 ３０,０４５件（２０.９％）



⑦交通量の推移
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○ 障害区間（東北道下り那須～白河間）ピーク時交通量 台／時

【参考１】一般道（国道４号線）による所要時間：３／15～17（聞き取り調査による）

３月１４日 １５日 １６日 １７日 １８日 １９日 ２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日

２９５ １５１ ２７９ ４３２ ３７３ ３０７ ３２９ ２５７ ５１２ ４９８ ８０６

※ 当初は１車線仮復旧の状態で、１時間交通容量は３００～５００台程度と見込まれた（３／２１
に上下線とも各１車線分補修完了）。

都心→福島 約 ９時間～約 ９ 時間３０分
都心→仙台 約１１時間～約１５時間３０分
都心→盛岡 約１７時間～約２１時間３０分

【参考２】那須ＩＣ～白河ＩＣ 上下線合計・交通量
（１日当たり平均） （前年３・４月との比較）

３／１３～３／２１（緊急交通路指定） ７,４００台／日 ２６％
３／２２～３／２３（大型通行可） １４,６００台／日 ５１％
３／２４～３／２５（全面解除） ３０,０００台／日 １０５％
３／２６～３／２７（週末） ４０,１００台／日 １４１％
３／２８ ３２,０００台／日 １１２％



⑧ガソリン不足問題

12

○ 標章交付枚数と日交通量（東北道下り宇都宮～矢板ＩＣ）

● 標章交付枚数の伸びに比して交通量増加せず。

● 物資輸送の標章の交付を受けた車両が現地のガソリン不足の懸念から運行して
いないことが判明（１６日）。

→ ３月１６日、タンクローリーには高速入口で標章交付
同日以降、関係方面に被災地のガソリン確保を要請

※ 経済産業省では３月１９日までに１２０台のタンクローリーを確保。

ただし、タンクローリーはタンクからスタンドへのガソリン運搬手段であり、効果は限定的（注）。

（注）
東日本震災で太平洋沿いの６精油所が被災。１７日以降、塩竃精油所(２.５万kl貯蔵)の出荷開始、輸送船・鉄道による

輸送等により徐々にガソリン不足が解消。４月１日、石油連盟天坊会長は大手元売り４社の社長とともに記者会見し、
深刻なガソリン不足による被災地の混乱が４月中旬には解消する、との見通しを示した。

（注２）
緊急車両確認標章の交付を受けた車両に対する優先給油が行われた結果、給油目的の標章交付申請が多く見られた。

日付 １２日 １３日 １４日 １５日 １６日

標章（件） １,３７４ ６,０６９ １６,６７７ ３２,６１０ ４８,４３７

交通量（台） ２,５１１ ２,５６９ ３,３０１ ２,５７４ ３,２９２

１３日までに医薬品、医師、日用品、燃料、建設機材等が標章交付対象



⑨緊急交通路の指定に関する今後の課題

13

○ 首都直下型地震等を想定するとき、道路の損壊状況のほか、火災の発生状況、

帰宅困難者による道路の占有状況等一般道路の状況は事前想定が困難。

→ 高速道路以外の道路は、緊急交通路として利用可能な状況となるかどうか。

（警視庁では、第１次規制として、環状７号線内側の全面通行禁止、都県境の流出入禁止等

とともに、高速道路及び３６の一般道路を緊急交通路に指定することとしている。）

１ 一般道路の指定の可否

２ 民間のトラック等への標章交付、通行許可の方法

○ 現在の制度は、指定行政機関、指定公共機関など国、都道府県、公共的事業者が

災害応急対策の主体、そのための緊急通行車両、という枠組み。

３ 通行可能な道路、緊急交通路等についての広報

○ 東北道はガラガラ（埼玉県内）なのに規制している、緊急交通路の指定のせいで

ガソリン不足になった等の誤情報に基づく風評の防止が必要。
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